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町田市財政調整基金条例の一部を改正する条例 

町田市財政調整基金条例（昭和３９年３月町田市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（処分） （処分） 

第５条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる

場合に限り、その全部又は一部を処分するこ

とができる。 

第５条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に

限り、その全部または一部を処分することが

できる。 

（１） 経済事情の著しい変動等により財源

が著しく不足する場合において、当該不足

額を埋めるための財源に充てるとき。 

（１） 経済事情の変動等により財源が不足

する場合において、当該不足額をうめるた

めの財源に充てるとき。 

（２） 災害により生じた経費の財源又は災

害により生じた減収を埋めるための財源に

充てるとき。 

（２） 災害により生じた経費の財源または

災害により生じた減収をうめるための財源

に充てるとき。 

（３） 緊急に実施することが必要となった

大規模な土木その他の建設事業の経費その

他必要やむを得ない理由により生じた経費

の財源に充てるとき。 

（３） 緊急に実施することが必要となった

教育、土木その他の建設事業の経費その他

必要やむを得ない理由により生じた経費の

財源に充てるとき。 

（４） 長期にわたる財源の育成のためにす

る財産の取得等のための経費の財源に充て

るとき。 

（４） 長期計画に基づく、建設事業のため

にする財産の取得等のための経費の財源に

充てるとき。 

（５） 償還期限を繰り上げて行う町田市債

の償還の財源に充てるとき。 

（５） 償還期限を繰り上げて行なう町田市

債の償還の財源に充てるとき。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


